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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第77期

第３四半期
連結累計期間

第78期
第３四半期
連結累計期間

第77期

会計期間
自 平成25年10月１日
至 平成26年６月30日

自 平成26年10月１日
至 平成27年６月30日

自 平成25年10月１日
至 平成26年９月30日

売上高 (千円) 11,710,151 10,664,307 14,037,044

経常利益 (千円) 905,118 895,602 826,631

四半期(当期)純利益 (千円) 556,034 580,346 504,018

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 577,199 566,489 647,161

純資産額 (千円) 4,021,245 4,714,955 4,049,133

総資産額 (千円) 8,382,872 8,620,643 7,564,658

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 110.31 115.14 96.42

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 45.25 47.23 41.02

自己資本比率 (％) 47.9 54.6 53.5
 

 

回次
第77期

第３四半期
連結会計期間

第78期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

１株当たり四半期純損失
金額（△）

(円) △12.60 △11.78
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」について重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間（平成26年10月１日から平成27年６月30日まで）におけるわが国経済は、政府の経済

政策や金融政策などにより企業収益や雇用情勢の改善など緩やかな景気回復傾向がみられるものの、物価上昇や急

激な原油価格の変動など、景気の先行きは依然として不透明な状況にありました。

当社が主力とする建設業界におきましては、国及び地方公共団体の公共投資の発注量は、低調に推移しました。

このような状況の下、当社グループでは、受注の確保、徹底したコスト管理により、目標利益の達成に向けて全

社をあげて取り組んでまいりました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は106億64百万円（前年同四半期比8.9％減、10億45百

万円減）、営業利益は８億65百万円（同0.5％増、４百万円増）、経常利益は８億95百万円（同1.0％減、９百万円

減）となりました。また、四半期純利益は、連結子会社の業績が前年同四半期と比べて好調であったことから５億

80百万円（同4.3％増、24百万円増）となりました。

なお、当社グループの業績につきましては、主力事業である建設事業の通常の営業形態として、売上高が第２四

半期連結会計期間に集中する傾向があります。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

 

（建設事業）

建設事業における工事につきましては、西九州自動車道建設に伴う交通安全施設工事などが順調に完成しま

したが、前年同四半期のような九州北部豪雨災害復旧に伴う法面工事や橋梁等のメンテナンス工事などの大型

工事がなかったことに加え、東九州自動車道建設関連工事が前年同四半期と比べて減少したことにより、完成

工事高は前年同四半期を下回りました。　

また、建設工事関連資材の販売につきましては、駅前広場のシェルターなどの景観資材や橋梁などのメンテ

ナンス資材の販売は堅調に推移しましたが、ガードレールなどの交通安全施設資材や防災減災のための法面・

土木資材の販売は、前年同四半期を下回りました。

以上の結果、建設事業の売上高は89億28百万円（前年同四半期比10.8％減、10億82百万円減）となりまし

た。セグメント利益は、売上高は減少したものの原価管理や工事の工程管理の徹底ができたことにより利益率

の改善が図られ、前年同四半期並の９億68百万円（同0.0％減、０百万円減）となりました。

 

（防災安全事業）

防災安全事業につきましては、民間の工場で使用する産業安全衛生用品の販売は減少しましたが、官公庁を

中心に備蓄用の資機材の販売が堅調に推移しました。

以上の結果、防災安全事業の売上高は13億15百万円（前年同四半期比3.7％増、47百万円増）、セグメント利

益は１億３百万円（同11.6％増、10百万円増）となりました。
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（化学品事業）

化学品事業につきましては、タイヤの製造過程で使用されるゴム加硫剤（不溶性硫黄）の販売は、国内向け

が低調に推移したことに加え、当第３四半期連結会計期間において海外向けが東南アジアでの自動車販売の減

少の影響を受け、低調であったことにより前年同四半期を下回りました。

以上の結果、化学品事業の売上高は４億19百万円（前年同四半期比2.5％減、11百万円減）、セグメント利益

は96百万円（同16.3％減、18百万円減）となりました。

 

(2) 財政状態の分析　　

当第３四半期連結会計期間の総資産は、86億20百万円（前連結会計年度末比13.9％増、10億55百万円増）となり

ました。

資産につきましては、流動資産が60億36百万円（同24.3％増、11億80百万円増）となりました。その主な要因

は、当社グループの通常の売上形態として売上高が第２四半期連結会計期間に集中し、第３四半期連結会計期間で

はその売上債権の回収が進むために現金及び預金が５億79百万円増加したことによるものであります。

固定資産につきましては、25億84百万円（同4.6％減、１億24百万円減）となりました。

負債につきましては、39億５百万円（同11.0％増、３億90百万円増）となりました。その主な要因は、第２四半

期連結会計期間に売上が集中することから第３四半期連結会計期間では第２四半期連結会計期間の仕入債務の支払

いが多くなるために支払手形が10億89百万円増加したことによるものであります。

純資産につきましては、47億14百万円（同16.4％増、６億65百万円増）となりました。その主な要因は、四半期

純利益を５億80百万円計上したことによるものであります。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 18,000,000

優先株式 2,000,000

計 20,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計

期間末現在発行数(株)
(平成27年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年８月７日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,102,000 同左 福岡証券取引所

単元株式数  1,000株
完全議決権株式であ
り、議決権内容に何
ら限定のない当社に
おける標準となる株
式

第１回優先株式
（注）１

2,000,000 同左 非上場
単元株式数  1,000株
(注)２、３、４、５

計 7,102,000 同左 ― ―
 

(注) １ 第１回優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第８項に規定する行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等であります。

２　当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

① 第１回優先株式は、当社の普通株式の株価を基準として基準価額が修正され、取得と引換えに交付する

普通株式数が変動します。行使価額修正条項の内容は（注）５に記載のとおりであります。

②　行使価額の修正基準は、毎年４月１日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券会員制法人福岡証券

取引所における当社普通株式の普通取引の毎事業日の終値の平均値といたします。

③　行使価額は、前項記述の平均値が138円を上回るときは138円を上限とし、41円を下回るときは41円を下

限といたします。

④　当社は、いつでも法令の定めるところに従って、第１回優先株主との合意により当該行使価額修正条項

付新株予約権付社債券等を取得し、法令の定めるところに従って消却することができます。

３　第１回優先株式の権利の行使に関する事項についての第１回優先株主との間の取り決めはありません。ま

た、当社の株券の売買に関する事項についての第１回優先株主との間の取り決めはありません。

４　第１回優先株式は、第三者割当(債務の株式化 10億円)により発行されたものであります。

５　優先株式の内容は次のとおりであります。なお、会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありませ

ん。また、第１回優先株式は、当社の自己資本の充実と財務体質の改善及び強化を目的として発行されたも

のであり、第１回優先株主との合意により株主総会において議決権を有しておりません。

①  優先期末配当金

(イ)当社は、剰余金の配当を支払うときは、毎事業年度の末日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先

株式を有する株主(以下「優先株主」という。)又は優先株式の登録株式質権者(以下「優先登録株式質

権者」という。)に対し、当該事業年度の末日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有す

る株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」とい

う。)に先立ち、１事業年度につき優先株式１株あたり下記(ロ)に定める額の剰余金の配当(以下「優先

期末配当金」という。)を分配可能額がある限り必ず支払う。但し、当該事業年度において下記(ハ)に

定める優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
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(ロ)優先期末配当金の額

１株あたりの優先期末配当金の額は、以下の算式に従い計算される金額又は50円のいずれか少ない額と

する。初年度における優先期末配当金は、配当起算日から事業年度の最終日までの日数(初日および最

終日を含む。)で日割計算した額とする。優先期末配当金は、円位未満小数第１位まで算出し、その小

数第１位を四捨五入する。

優先配当金＝500円×(日本円TIBOR＋1.50％)

「日本円TIBOR」とは、平成17年３月28日または平成17年10月１日以降の毎年10月１日(以下「優先配当

算出基準日」という。)午前11時現在における日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オ

ファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値をいい、上記計算式においては、次回の

優先配当算出基準日の前日までの各事業年度について適用される。但し、優先配当算出基準日が銀行休

業日の場合は直前営業日を優先配当算出基準日とする。

優先配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)

ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円

LIBOR６ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずると認

められるものを日本円TIBORに代えて用いるものとする。

日本円TIBOR又はこれに代えて用いる数値は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五

入する。

(ハ)優先中間配当金

当社は、中間配当金を支払うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登

録株式質権者に先立ち、優先株式１株につき各事業年度における優先期末配当金の２分の１に相当する

額の金銭(以下「優先中間配当金」という。)を必ず支払う。優先中間配当金は、円位未満小数第１位ま

で算出し、その小数第１位を四捨五入する。

(ニ)非累積条項

ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当が優先期末配当

金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(ホ)非参加条項

優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先期末配当金又は優先中間配当金を超えて剰余金の配

当は行わない。

②  残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式

質権者に先立ち、優先株式１株につき500円を支払う。

優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、前記の金額を超えては残余財産の分配は行わない。

③  優先株式の取得請求と金銭の交付

(イ)優先株主は、平成21年10月１日以降、毎年１月１日から１月31日までの期間(以下「取得請求可能期

間」という。)において、当社に対して、毎事業年度に、前事業年度における分配可能額の２分の１に

相当する金額を上限として、優先株式１株を取得するのと引換えに、当該優先株式の発行価額に相当す

る金銭の交付を請求をすることができる。この請求があった場合、当社は、取得請求可能期間満了の日

から１ヶ月以内に、金銭を交付する。

(ロ)取得請求により交付すべき金銭の合計額が前事業年度における分配可能額の２分の１を超える場合、取

得の順位は、取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。

④  合意による取得・消却

(イ)当社は、いつでも法令の定めるところにしたがって優先株主との合意により、分配可能額を上限とし

て、優先株式を有償で取得することができる。

(ロ)当社は、取得した優先株式を取締役会決議によって消却することができる。

⑤  議決権

優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

⑥  種類株主総会の決議事項

法令に定める種類株主総会の承認事項および次の事項については、種類株主総会の承認を要する。

剰余金の配当、中間配当、自己株式取得(優先株主による取得請求権の行使及び優先株主との合意による

有償取得を含み、無償取得、会社法の規定に基づく株式取得請求権に応じた買取、会社法第234条第４項

に基づく１株に満たない端株の買取及び同法第197条第３項に基づく所在不明株主の株式の買取は含まな

い。)資本又は準備金の減少に伴う払戻し(以下あわせて「剰余金の分配等」という。)の結果、最終の貸

借対照表上の金額を基準として算出した純資産額が10億円を下回ることになる剰余金の分配等の決定。
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⑦  優先株式の取得請求と普通株式の交付

優先株主は、平成20年４月１日以降いつでも、当社に対し、当該優先株式の取得を請求することができ

る。この場合、当社は、当該優先株主又は優先登録株式質権者に対し、優先株式１株と引換えに、払込価

額を基準価額で除して得られる数の普通株式の交付を請求することができる。但し、前記普通株式の数の

算出にあたっては１株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。

⑧  基準価額

定款に定める取得請求が平成20年４月１日から平成21年３月31日までの間に行われた場合、138円(以下、

「当初基準価額」という。)を基準価額とする。定款に定める取得請求が平成21年４月１日以降に行われ

た場合については、毎年４月１日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券会員制法人福岡証券取引所

の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値

のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)を、同年４月１

日より翌年３月31日までの１年間に取得請求する場合の基準価額とする。但し、前記の平均値が、当初基

準価額を超えたときは当初基準価額を、当初基準価額の30％を下回ったときは当初基準価額の30％を、基

準価額とする。

⑨  基準価額の調整

(イ)優先株式の発行後に、次に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生ずる可能性がある場合は、次

に定める算式(以下、「基準価額調整式」という。)により基準価額を調整する。

      新規発行
普通株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
基準価額

＝
調整前
基準価額

×

既発行
普通株式数

＋
１株当たり時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数
 

(Ａ)基準価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(自己株式を処

分する場合を含む)

(Ｂ)株式の分割により普通株式を発行する場合

(Ｃ)基準価額調整式に使用する時価を下回る価額で普通株式への新株予約権を発行する場合又は基準価

額調整式を使用する時価を下回る価額で普通株式を引換えとして交付する内容の取得請求権付株式

を発行する場合

(ロ)前項(Ａ)から(Ｃ)に掲げる場合の他、合併、資本の減少又は普通株式の併合などにより基準価額の調整

を必要とする場合には、合併比率、資本の減少の割合、併合割合などに即して、取締役会が適当と判断

する価額に変更する。

(ハ)基準価額調整式に使用する１株当たりの時価は、調整後基準価額を適用する日に先立つ45取引日目に始

まる30取引日の証券会員制法人福岡証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎

取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、

その小数第２位を四捨五入する。)とする。

(ニ)基準価額調整式に使用する調整前基準価額は、調整後基準価額を適用する前日において有効な基準価額

とし、また、基準価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株

主割当日がない場合は調整後基準価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数と

する。

(ホ)取得請求により交付する株式の内容

当社普通株式

⑩  優先株式併合・株式分割・株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等

(イ)当社は、法令に定める場合を除き、優先株式については、株式の併合又は分割を行わず、また優先株主

に対しては、株式無償割当てを行わない。

(ロ)当社は、優先株主に対しては募集株式又は募集新株予約権もしくは新株予約権付社債の割当てを受ける

権利を与えず、新株予約権無償割当てを行わない。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高

(千円）

平成27年４月１日～
平成27年６月30日

― 7,102,000 ― 413,675 ─ 500,000
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成27年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  優先株式 2,000,000 ―
「１ 株式等の状況」の「(1)株式の総
数等」の「② 発行済株式」の注記参
照

議決権制限株式
(自己株式等)

― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式
(自己株式等)

(自己保有株式）　
普通株式　  61,000

―
議決権内容に何ら限度のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,036,000 5,036 同上

単元未満株式 普通株式     5,000 ― 同上

発行済株式総数 7,102,000 ― ―

総株主の議決権 ― 5,036 ―
 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式762株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成27年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
日本乾溜工業株式会社

福岡市東区馬出一丁目11番11号 61,000 ─ 61,000 0.85

計 ― 61,000 ─ 61,000 0.85
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府

令第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令14号）に準じて記載しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成27年４月１日から平成

27年６月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年10月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年９月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,765,514 2,344,900

  受取手形・完成工事未収入金等 2,674,035 2,838,669

  有価証券 20,152 520,158

  未成工事支出金 220,114 133,463

  商品及び製品 90,885 100,912

  仕掛品 9,892 10,626

  原材料及び貯蔵品 9,525 13,294

  その他 68,526 78,426

  貸倒引当金 △3,405 △4,356

  流動資産合計 4,855,241 6,036,097

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 636,748 612,600

   機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 81,995 67,252

   土地 1,116,688 1,116,688

   その他（純額） 5,713 3,436

   有形固定資産合計 1,841,144 1,799,977

  無形固定資産   

   その他 36,928 18,244

   無形固定資産合計 36,928 18,244

  投資その他の資産   

   投資有価証券 798,007 732,554

   差入保証金 15,944 15,208

   その他 58,447 48,636

   貸倒引当金 △41,055 △30,076

   投資その他の資産合計 831,344 766,323

  固定資産合計 2,709,417 2,584,545

 資産合計 7,564,658 8,620,643
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年９月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 2,373,036 3,100,932

  短期借入金 48,100 30,000

  未払法人税等 192,840 169,616

  未成工事受入金 113,062 32,445

  賞与引当金 102,000 123,199

  役員賞与引当金 10,860 ―

  株主優待引当金 3,950 ―

  その他 212,300 207,077

  流動負債合計 3,056,148 3,663,270

 固定負債   

  長期借入金 27,500 5,000

  繰延税金負債 120,454 92,139

  退職給付に係る負債 296,105 138,248

  その他 15,317 7,029

  固定負債合計 459,376 242,417

 負債合計 3,515,525 3,905,687

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 413,675 413,675

  資本剰余金 698,570 698,570

  利益剰余金 2,655,107 3,334,785

  自己株式 △10,009 △10,009

  株主資本合計 3,757,343 4,437,020

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 333,865 308,364

  退職給付に係る調整累計額 △42,074 △30,430

  その他の包括利益累計額合計 291,790 277,934

 純資産合計 4,049,133 4,714,955

負債純資産合計 7,564,658 8,620,643
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成26年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 ※  11,710,151 ※  10,664,307

売上原価 9,703,240 8,631,783

売上総利益 2,006,911 2,032,523

販売費及び一般管理費 1,146,050 1,166,978

営業利益 860,860 865,545

営業外収益   

 受取利息及び配当金 10,931 12,887

 受取賃貸料 4,895 5,456

 受取手数料 6,838 4,041

 受取保険金 14,570 ―

 その他 10,331 10,399

 営業外収益合計 47,567 32,784

営業外費用   

 支払利息 3,065 1,103

 支払手数料 ― 650

 その他 244 973

 営業外費用合計 3,309 2,726

経常利益 905,118 895,602

特別利益   

 投資有価証券売却益 ― 0

 特別利益合計 ― 0

特別損失   

 固定資産除却損 58 0

 投資有価証券評価損 ― 5,133

 投資有価証券売却損 541 541

 特別損失合計 600 5,675

税金等調整前四半期純利益 904,517 889,927

法人税、住民税及び事業税 355,018 304,968

法人税等調整額 △6,535 4,612

法人税等合計 348,483 309,581

少数株主損益調整前四半期純利益 556,034 580,346

四半期純利益 556,034 580,346
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
　至 平成26年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
　至 平成27年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 556,034 580,346

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 21,164 △25,500

 退職給付に係る調整額 ― 11,644

 その他の包括利益合計 21,164 △13,856

四半期包括利益 577,199 566,489

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 577,199 566,489

 少数株主に係る四半期包括利益 ― ―
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日 至 平成27年６月30日)

(会計方針の変更)

(退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる

債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から、退職給付の支払見込期間及び支

払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が142,533千円減少し、利益剰余金が

142,533千円増加しております。また、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益に与える影響は軽微であります。

 
 

 

 
(四半期連結損益計算書関係)

※　売上高の季節的変動

前第３四半期連結累計期間（自 平成25年10月１日　至 平成26年６月30日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成26年10月１日　至 平成27年６月30日）

 

当社グループの売上高は、通常の営業形態として第２四半期連結会計期間の売上高が著しく多くなるといった季

節的変動があります。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額

は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成26年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
至 平成27年６月30日)

減価償却費 59,893千円 67,026千円

のれんの償却額 5,570千円 ―
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成25年10月１日 至 平成26年６月30日)

１. 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年12月20日
定時株主総会

普通株式 15,120 3

平成25年９月30日 平成25年12月24日 利益剰余金
第１回
優先株式

18,000 9
 

 

２. 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結

　会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

３. 株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成26年10月１日 至 平成27年６月30日)

１. 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年12月19日
定時株主総会

普通株式 25,201 5

平成26年９月30日 平成26年12月22日 利益剰余金
第１回
優先株式

18,000 9
 

 

２. 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結

　会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

３. 株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成25年10月１日 至 平成26年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２建設事業 防災安全事業 化学品事業 計

売上高       

  外部顧客への売上高 10,011,601 1,267,870 430,680 11,710,151 ― 11,710,151

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 271 ― 271 △271 ―

計 10,011,601 1,268,141 430,680 11,710,422 △271 11,710,151

セグメント利益 969,680 92,431 115,801 1,177,912 △317,052 860,860
 

（注）１．セグメント利益の調整額△317,052千円は、報告セグメントに配分していない全社費用317,052千円であり

ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成26年10月１日 至 平成27年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２建設事業 防災安全事業 化学品事業 計

売上高       

  外部顧客への売上高 8,928,869 1,315,792 419,645 10,664,307 ― 10,664,307

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 295 ― 295 △295 ―

計 8,928,869 1,316,087 419,645 10,664,602 △295 10,664,307

セグメント利益 968,774 103,223 96,896 1,168,894 △303,349 865,545
 

（注）１．セグメント利益の調整額△303,349千円は、報告セグメントに配分していない全社費用303,349千円であり

ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上

の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年10月１日
至 平成26年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年10月１日
至 平成27年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 110円31銭 115円14銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(千円) 556,034 580,346

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 556,034 580,346

    普通株式の期中平均株式数(株) 5,040,238 5,040,238

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 45円25銭 47円23銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益調整額(千円) ― ―

    普通株式増加数(株) 7,246,376 7,246,376

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの
概要

― ―

 

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年８月７日

日本乾溜工業株式会社

取締役会  御中

 

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   堺　　　昌　義   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   宮　本　義　三   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本乾溜工業株

式会社の平成26年10月１日から平成27年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成27年４月１日から

平成27年６月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成26年10月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本乾溜工業株式会社及び連結子会社の平成27年６月30日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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